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日
意
所
持

分
」

・
「

要
文
分

日
意
所

持
」

に

分
け
ら
れ

記
さ
れ
て

い

る
。

ま
た
こ

の

他
「

醫
抄

日
意
所
持
分
」

・
「

俗
書
分

日
意
所
持
分
」

・
「

歌
抄

分

日
意
所
持
分
」

・
「

物
語
抄
分
」

に
、

『

蒙

求
』

や

『

古
今
和
歌
集
』

・

『

三

国
伝

記』

な
ど
の

日

意
所
持
一

般
書
な
ど
の

記

載
も

見
受
け
ら

れ
る

。

「

御

筆
御
書

註
文
」

・
「

台
家
聖
教
註

文
」

の

相
違
を

挙
げ
る

と
、

先
の

法

量
の

違
い

以
外
に
「

御
筆

御
書
註
文
」

の

各
丁
に
は

丁
付
が
さ
れ
て

い

る

が
、

「

台
家
聖

教
註
文
」

に

は

丁
付
が
な
さ

れ
て

い

な
い

点
が

挙
げ
ら

れ

る
。

　
こ

こ

に
一

つ

の

問
題
点
を
指
摘
で

き
る

。

そ
れ
は
、

「

御
筆
御

書
註
文
」

の

丁
付
が

七

丁
か
ら
十
四
丁
と
丁
数
が
飛
ん

で

い

る

点
で

あ
り、

つ

ま
り

八

丁
よ

り

＝
二

丁
が

散
逸
し

て

い

る
の

で

あ
る
。

本

研
究
は

「

日

意
目

録
」

の
、

か
か

る

問
題

点
に

対
す
る

仮
説
の

提

示
を

試
み

る

も
の

で

あ

る
。

　
さ
て

、

で

は

い

つ

か

ら

該
当
丁
が
散
逸
し
た

の

か
、

ま
た

こ

の

丁
に

は

何
が

記
さ
れ
て

い

た
の

か、

仮
説
の

提
示
を

試
み
た

い
。

『

身
延
山
史
年

表
』

を
み

る

と
、

明
治
四

十
一

年
（
一

九
〇
八
）

〜

四

十
三

年
（
一

九
一

〇
）

の

二

年
間
に
三

六

五

冊
に

も
の

ぼ

る
身
延
歴
代
の

書
籍
が

修
復
さ
れ

た

こ

と

が

記
さ
れ
て

い

る
。

「

日
意
目

録
」

も
こ

の

明
治
期
の

修
復
が

な

さ

れ

た

よ

う
で
、

そ
れ

を

示
す
題
籤
が

表
紙
右
上
に

付
さ
れ
て

い

る
。

つ

ま

り
仮
説
1
と

し
て
、

「

日

意
目
録
」

は

明
治
四
十
一

〜
四
十
三

年
の

問

に
一

度
解
か
れ

て

お
り

、

こ

の

時
に

該
当
丁
が
抜
け
て

し
ま
っ

た
の

で

は

な
い

か

と

思
考
さ
れ
る

の

で

あ
る

。

そ

う
で

あ
る
の

な
ら
ば
他
の

修
復
書

籍
に

合
本
さ
れ

た
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い

。

ま
た

「

日
意
目

録
」

末
尾

に

は

「

日

意
目
録
」

は

寛
永
十
六

年
ま
で

梅

平
教
円
坊
に
あ
っ

た
こ

と
が

記
さ

れ

て

お

り、

こ

の

記
述
よ
り

仮
説
2
と
し
て

書
籍
の

移
動
が
な
さ
れ

た

の

は

こ

の

時
だ

け
で

あ
り、

こ

れ

よ

り
梅
平
教
円

坊
に

あ
っ

た
と

き
に

該
当
丁
が
散
逸
し
た
と

も
考
え
ら
れ

る
。

　
で

は
こ

の

丁
に

は
何
が
記
さ
れ
て

い

た
の

か
と
い

う
点
に

つ

い

て

考
察

し
た
い

。

こ

の

点
に

つ

い

て

「

御
筆
御

書
註

文
」

を

み

る

と

「

録

内
之

分
」

・
「

録

外
之
分
御
筆
御
書
」

・
「

録
外
御
書
註

文
　
日

意

所
持

分
」

は

日

蓮
遺
文
を
録
内
御
書
・

録
外
御
書
に

区
別
し
て

い

る

こ

と
が

わ
か
る

。

つ

ま
り
こ

れ
よ

り
「

録
内
御
書
註
文

　
日

意
所
持
分
」

が

抜

け
て

い

る

と

指

摘
で

き
る
の

で

あ
る

。

さ
ら
に

丁

付
を

見
て

も
「

録
内
之

分
」

が
一

丁
ヲ

〜
二

丁
ウ

ま
で

、

「

録
外
之

分
御
筆
御
書
」

は
二

丁
ウ

〜
七
丁

ウ

ま
で
、

「

録
外
御

書
註
文
　
日

意

所
持
分
」

が

十
四

丁
ヲ

〜
十
七
丁
ウ

ま
で

で

あ

り
、

全
体

構
成
か
ら
思

考
し
て

も

散
逸

部
分
に

は

「

録
内

御
書

註
文
　
日

意
所
持
分
」

と
指
摘
で

き
る
の

で

あ
る

。

　
以
上

、

「

日

意
目

録
」

の

問
題

点
と
、

か

か
る

問
題
点
に

対

す
る
仮

説

の

提

示
を

試
み

た
。

身
延
山
は
明

治
八

年
の

大
火
に

よ

り
日

蓮

遺
文
を

焼

失
し
て

お

り
室
町

末
期

身
延
で

の

日
蓮

遺
文
所
蔵
状
態
を

見
る

こ

と
が
で

き
る
「

日
意
目

録
」

の

丁
数
散
逸
は

大
き
な
問
題
で

あ
る
と

指
摘
で

き
る

。

敬
台

院
万

姫
と

法
華
信
仰
　
　
鎌
倉

鏡
台

寺
の

興
廃
を
め

ぐ
っ

て

1

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

長
倉
　
信
祐

　
一

、

は
じ

め

に

　
敬
台
院
万

姫
は

徳
川
家
康
の

曾
孫
で
、

徳
島
初
代
藩

主

蜂
須
賀
至

鎮
正
室
に

輿
入
れ

し
、

大
石
寺
十
七

世
日
精
上

人
の

養
母
と

し

て

大
石
寺
門
流
を

厚
く
外

護
し
た

。

敬
台
院
は

帰
国
に

先
立

ち
徳
島
敬

台
寺
を

開

創
し
た
が

、

根
津
寿

夫
氏
は

『

阿

淡
年
表
秘
録
』

を

踏
ま

え

「

江

戸
法
詔
寺
と

鎌
倉
鏡
台
寺
を

合
わ

せ
正

保
二

年
に

敬
台
寺
を
建
立
」

（
取
意）

と

言

及
し

て

い

た
。

小
稿
は

敬

台
寺
開
創
を
め

ぐ
る

鎌
倉
鏡
台
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寺
の

興
廃
と
江

戸
法
詔

寺
の

沿
革
を
繙
き、

敬

台
院
の

法
華
信
仰
に

再

考

を
試
み

た
。

　
二

、

鎌
倉
鏡
台
寺
の

興
廃
を
示
す
諸

文
献
の

考
察
　
鎌
倉
鏡
台
寺
の

名

称
は

、

寿
円
日

仁
師
の

『

百
六

箇
対
見
記
』

、

選

者
未
詳
の
『

鎌
倉
敬
台
寺

縁
起
』

（
要
法

寺
文

書）

に

あ

り
、

寛
文

十
二

年
時
点
で

門
流
周
辺

で

認
知

さ
れ
た

点
や

敬
台
院
の

子
息
忠
英
が
円

覚
寺
領
を
た

ぐ
っ

て

鏡

台
寺
を

開

創
し
た

背
景
が

伺
え
る

。

と
こ

ろ

で
、

貫
達
人

氏
は

『

鎌
倉
廃
寺
事
典
』

に

「

鏡
台
寺

禅
宗

。

所
在
地
未
詳

。

鏡
台
院
が

寛
永
十
三

年
（

ー
ハ

三

六
）

に

仏

日
庵

領
大
徳

寺
屋

敷
を
買
い

取
っ

て

建
立
し

た

寺
。

七

〜

八

年

後
に

廃
さ
れ

た
」

（

取
意）

と

述
べ

た

が
、

論
拠
で

あ
る
「

仏
日
庵
訴
状
」

（

以

下
訴
状）

の

史
料
的
価
値
は

未
検
討
だ
っ

た
。

筆
者
は

『

神
奈
川

県

史
』

の

解
読
文、

神
奈
川
県
立
公

文
書

館
所
蔵
の

原
本
写
真
と

「

仏
日

庵

領
大
徳
寺
屋
敷
絵
図
」

を
照

合
し

第
一

級
史
料
と

判
断
し
た

。

そ

の

理

由

は

「

鹿
山

略
記
」

（

鎌
倉
志
料）

、

「

鹿
山
略
志
」

（

前
同
）

、

「

北

條
家
氏

政

印
判
状
」

（
鎌

倉
市

史）

に

見
え
る

円
覚

寺
塔
頭

仏
日

庵
領
大
徳

寺
屋
敷
と

鎌
倉
鏡
台

寺
を

結
ぶ

重
要

な
文
献
だ
っ

た

か
ら
で

あ
る

。

「

訴
状
」

に

は

寛
文
十
一

年
を

遡
る

三

十
六

年
以

前
〔
寛
永
十
三

年
）

に

敬
台
院
が

大

徳

寺
屋
敷
を
≡

十
両
で

購
入
し

鏡
台
寺
を

建
立
し
た
が

寛
永
二

十

年
頃
に

滅

却
し

た

経
緯
や

屋
敷
か
ら
三
丈
程
の

高

所
に

開
山

塔
と

松
林
が

あ
っ

た
と

記
さ
れ

て

い

た
。

大
徳

寺
屋

敷
は

後
北

条
氏
が

仏
日

庵
に

与
え
た

所
領
だ

が

太
閤
検
地
で

塔
頭
の

所
領
は

円

覚
寺
に
】

括
さ
れ

た

為
に

管
理
が

在

家

者
に

委
ね

ら
れ
、

敬
台
院
は

大
徳

寺
屋

敷
を

購
入
し

鏡
台
寺
を

開
創
で

き

た
が
、

蜂
須
賀
家
の

菩
提
寺
興
源

寺
を
通
じ
関

東
周
辺
の

臨
済

宗
旧
跡
を

た

ぐ
ら

せ

た

こ

と

も
想

像
に

難
く
な
い

。

事
実

、

敬
台
院
は

徳

川
家
康
か

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
せ

い

こ

う

じ

ら

安
堵
さ

れ
た

化
粧
料
地
（
徳
島
矢
上

村）

に

あ
っ

た

臨
済
宗
正

岡
寺
を

敬
台
寺
末
正

法
寺
（

現
在
法
華
宗
本
門
流
）

と

し
て

改
宗
さ
せ

て

い

る
。

　
三
、

江
戸

法
詔
寺
の

本
末
関
係
を
め

ぐ
る

諸

問
題

　
敬
台
院
が

鎌
倉
鏡

台
寺
を

開
創
し

た

目
的
は

、

江
戸
法
詔
寺
を
徳

島
に

引
い

て

敬

台
寺
を

開

創
す
る

為
だ
が

、

問
題
は

法
詔
寺
の

寺
跡
と
小

梅
常
泉
寺
の

本

末
関
係
だ

っ

た
。

『

常
泉
寺
文
書
』

（

「

口

上
覚
」

）

に

「

芳
春
院
殿
妙
囿
日

香
様
御

事

者
先
年
寛
永
九
壬

申
歳
正

月
廿
九

日
御
吊
之
所

者
。

神
田
明
神
前
法
詔
寺

と

申
寺
御
座

候
（
中
略）

寛
永
十
一

甲
戌

歳
二

浅
草
鳥
越
工

引

申
候
（
中

略
）

正

保
二

乙

酉

歳
年
八

月
二

法
詔
寺
滅

却
仕
候
」

と

あ
り、

敬
台
院
は

息
女
（

芳
春

院
）

の

葬
儀
を

行
っ

た

神
田

明
神
前
法
詔
寺
を
寛
永
十
一

年

に

浅
草
鳥
越
に

引
い

た

が、

正

保
二

年
に

滅

却
し
た

。

芳
春
院
の

子
息

（
池
田

光
仲）

が

開
創
し
た

日
香
寺
の

「

由

緒
書
」

に

「

日
香

寺
は

寛
文

年
中

妙
囿
山

光
仲
公

御
母
芳

春
院
君

御
菩
提
の

爲
に

創
建
せ

ら
れ
し

処

（
中

略）

法
華
宗
駿
河
富
士

郡
大
石
寺
の

末

寺
た

り
（
中
略∀

寛
永
九

年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
マ
マ

正

月
忠
雄
公

夫
人

江
戸
に
逝
去
せ

ら
れ

神
田

法
浄
寺
に

葬
る

。

後
同
寺
阿

波
に

移
り
て

よ

り
御
位
牌
を

小
梅
常
泉
寺
に

安
置
し

廟
を
富
士

大
石
寺
に

営
ま

る
」

（
鳥
取

藩
史）

と

あ
り、

事
実、

大

石
寺
御
影
堂
裏
に

芳
春
院

五

輪
供
養
墓
、

敬
台
院
逆
修
塔、

大
型
寶

篋
印

供
養
塔
が
現
存
す
る

。

ま

た

『

東
都
三

箇
寺
歴
祖
記
』

に

「

彼
日

解

代
浅

草
鳥
越
法
詔
寺
（
至
鎮
公

簾
中
権
現
様
孫
姫
阿
州
敬
台
院
妙
法
日

詔

等
之

御
建
立

寺
也）

成
末
寺、

寛
永
廿
年
甲
申
年
新
古
御
改
之
刻

、

阿
州

徳
嶋
へ

御
引
移、

今
ノ

法
詔
山

敬
臺

寺
是
也
（
大
石
寺
末
寺）

被
仰
付
」

と
あ

り
、

敬
台
院
は

常
泉
寺
末

と
し
て

神
田

法
詔
寺
を

浅
草
鳥
越
に

再
建
し

た
が
「

新
古
御
改
」

で

徳
島

へ

引
寺
し
た

。

敬
台
院
は

本
来
持
仏
堂
で

寺
跡
の

無
い

法
詔
寺
を
常
泉
寺

末
と

す
る

手
立
て

と

同
時
に

大
徳
寺
屋
敷
を
購
入
し
て

鎌
倉
鏡
台
寺
を

開

創
し

、

そ
の

寺
跡
を
も
っ

て

法
詔
寺
を
引

寺
し

徳
島
眉
山
の

観
音
院
跡
地
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